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(57)【要約】
【課題】外観検査装置の検査精度の経時変動的なばらつ
きを簡便な方法で防止することができる外観検査装置お
よび外観検査方法を提供することを目的とする。
【解決手段】基準治具として準備された第１の較正用治
具を撮像して取得した画像情報から抽出された計測値に
基づき、検査処理において計測値の較正に使用される較
正用データを作成して記憶させる初期較正処理と、経時
変動を補正するために配設された経時補正用の第２の較
正用治具を撮像して取得した画像情報から抽出された計
測値に基づき、前記較正用データを補正するための経時
較正処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミン
グにて実行させる。これにより、外観検査装置の検査精
度の経時変動的なばらつきを簡便な方法で防止すること
ができる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装ラインに配置され前記基板
を撮像手段により撮像して取得した画像情報に基づいて検査対象物の外観検査を行う外観
検査装置であって、
　前記画像情報から抽出された計測値に基づいて前記外観検査の検査項目について所定の
検査判定処理を実行する検査処理部と、
　前記撮像手段により較正用治具を撮像して、撮像により取得した画像情報から抽出され
た計測値に基づき較正用データを作成して記憶させる較正処理を実行する較正処理実行部
と、
　前記較正処理実行部による較正処理の実行タイミングを含む実行態様を、予め設定され
た較正実行パターンに基づいて制御する較正実行制御部とを備え、
　前記較正実行制御部は、基準治具として準備された第１の較正用治具を撮像して取得し
た画像情報から抽出された計測値に基づき、前記検査処理において計測値の較正に使用さ
れる較正用データを作成する初期較正処理と、
　経時変動を補正するために配設された経時補正用の第２の較正用治具を撮像して取得し
た画像情報から抽出された計測値に基づき、前記較正用データを補正するための経時較正
処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミングにて実行させることを特徴とする外
観検査装置。
【請求項２】
　前記第２の較正用治具は、前記基板を搬送する基板搬送機構において前記撮像手段によ
る撮像が可能な部位に配設されていることを特徴とする請求項１記載の外観検査装置。
【請求項３】
　前記撮像手段は３次元画像情報を取得する３次元撮像手段であり、
　前記外観検査の検査項目に対応して前記３次元画像情報から抽出される複数の計測値は
、前記検査対象物の検査対象位置からの反射光が前記３次元撮像手段に入射した光量を表
す輝度情報、前記検査対象物の検査対象位置の水平方向および高さ方向の位置を示す３次
元位置情報を含み、
　前記第１の較正用治具は、前記輝度情報を較正するために光反射特性が所定の特性に設
定された輝度較正部と、
　前記水平方向の位置情報を較正するための少なくとも１つの基準点および少なくとも２
方向の基準線が所定の位置精度で形成された水平位置較正部と、
　前記高さ方向の位置情報を較正するために複数の高さ基準面が所定の位置精度で形成さ
れた高さ位置較正部とを含み、
　前記第２の較正用治具は、少なくとも前記輝度較正部と高さ位置較正部とを含むことを
特徴とする請求項１または２に記載の外観検査装置。
【請求項４】
　基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装ラインに配置された外観検
査装置によって、前記基板を撮像手段により撮像して取得した画像情報に基づいて検査対
象物の外観検査を行う外観検査方法であって、
　前記画像情報から抽出された計測値に基づいて前記外観検査の検査項目について所定の
検査判定処理を実行する検査処理工程と、
　前記撮像手段により較正用治具を撮像し、撮像により取得した画像情報から抽出された
較正用の計測値に基づいて較正用データを作成して記憶させる較正処理を較正処理実行部
によって実行する較正処理実行工程と、
　前記較正処理実行部による較正処理の実行タイミングを含む実行態様を、予め設定され
た較正実行パターンに基づいて較正実行制御部によって制御する較正処理実行制御工程と
を含み、
　前記較正処理実行制御工程において、前記較正実行制御部は、基準治具として準備され
た第１の較正用治具を撮像して取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、前記検
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査処理において計測値の較正に使用される較正用データを作成して記憶させる初期較正処
理と、
　経時変動を補正するために配設された経時補正用の第２の較正用治具を撮像して取得し
た画像情報から抽出された計測値に基づき、前記較正用データを補正するための経時較正
処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミングにて実行させることを特徴とする外
観検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品実装ラインに配置され検査対象物を撮像して取得された画像情報に
基づいて所定の検査を行う外観検査装置および外観検査方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　部品を基板に実装して実装基板を製造する部品実装ラインは、半田印刷装置、部品実装
装置、リフロー装置など複数の装置を連結して構成されており、半田印刷後の基板に対し
て部品が実装され、実装後の基板はリフロー装置に搬入されて加熱され、これにより半田
が溶融固化して半田接合が行われる。このような部品実装過程においては、半田印刷状態
、部品実装状態、さらには最終の部品接合状態の正否を確認するために各工程毎に外観検
査が行われる。この外観検査では、各工程後の基板を撮像して取得された画像情報に基づ
いて、検査対象物の寸法・面積などの検査諸量や形状を抽出し、半田印刷状態、部品実装
状態、部品接合状態などの正否を判定する検査を行う。このような検査を行う外観検査装
置は、一般に基板を撮像する光学系の較正機能を備えたものが用いられる（例えば特許文
献１参照）。この特許文献例に示す先行技術では、カラー画像処理を用いた外観検査にお
いて、基板位置決めテーブルに備えられた明るさ調整用の較正板を撮像して得られた画像
データに基づき、所定の較正処理を行うようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４９０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子機器に要求される信頼性の高度化に伴い、外観検査装置に求められる検査結果の信
頼性も従来技術と比較して高度化しており、検査精度を常に確保することが求められるよ
うになっている。検査精度に影響を及ぼす因子としては、撮像検査ヘッド内の光学系を構
成する機構部品の精度誤差や組み立て誤差など撮像光学系に起因する誤差や、検査対象物
である基板と撮像光学系との相対位置誤差など、種々の誤差要因がある。
【０００５】
　これらの誤差要因のうち、撮像光学系に起因するものは装置立ち上げ時に行われる初期
較正処理によって、所定の精度範囲内の計測値が得られるよう較正用データが取得される
。これに対し基板と撮像光学系との相対位置誤差など、設備設置環境の温度変化など経時
的に変動する誤差要因については、初期較正処理のみでは対応が不可能で、較正実行回数
を増やすなどの対策が必要とされる。しかしながら検査機能の較正作業は、各計測項目毎
に準備された較正用治具を装着して撮像するという手間と時間を有する作業であることか
ら、日常の生産活動において精緻な較正作業を高頻度で実行することは現実的ではない。
このため、従来技術においては外観検査装置の検査精度の経時変動的なばらつきを簡便な
方法で防止することが困難であった。
【０００６】
　そこで本発明は、外観検査装置の検査精度の経時変動的なばらつきを簡便な方法で防止
することができる外観検査装置および外観検査方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の外観検査装置は、基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装
ラインに配置され前記基板を撮像手段により撮像して取得した画像情報に基づいて検査対
象物の外観検査を行う外観検査装置であって、前記画像情報から抽出された計測値に基づ
いて前記外観検査の検査項目について所定の検査判定処理を実行する検査処理部と、前記
撮像手段により較正用治具を撮像して、撮像により取得した画像情報から抽出された計測
値に基づき較正用データを作成して記憶させる較正処理を実行する較正処理実行部と、前
記較正処理実行部による較正処理の実行タイミングを含む実行態様を、予め設定された較
正実行パターンに基づいて制御する較正実行制御部とを備え、前記較正実行制御部は、基
準治具として準備された第１の較正用治具を撮像して取得した画像情報から抽出された計
測値に基づき、前記検査処理において計測値の較正に使用される較正用データを作成する
初期較正処理と、経時変動を補正するために配設された経時補正用の第２の較正用治具を
撮像して取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、前記較正用データを補正する
ための経時較正処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミングにて実行させる。
【０００８】
　本発明の外観検査方法は、基板に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装
ラインに配置された外観検査装置によって、前記基板を撮像手段により撮像して取得した
画像情報に基づいて検査対象物の外観検査を行う外観検査方法であって、前記画像情報か
ら抽出された計測値に基づいて前記外観検査の検査項目について所定の検査判定処理を実
行する検査処理工程と、前記撮像手段により較正用治具を撮像し、撮像により取得した画
像情報から抽出された較正用の計測値に基づいて較正用データを作成して記憶させる較正
処理を較正処理実行部によって実行する較正処理実行工程と、前記較正処理実行部による
較正処理の実行タイミングを含む実行態様を、予め設定された較正実行パターンに基づい
て較正実行制御部によって制御する較正処理実行制御工程とを含み、前記較正処理実行制
御工程において、前記較正実行制御部は、基準治具として準備された第１の較正用治具を
撮像して取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、前記検査処理において計測値
の較正に使用される較正用データを作成して記憶させる初期較正処理と、経時変動を補正
するために配設された経時補正用の第２の較正用治具を撮像して取得した画像情報から抽
出された計測値に基づき、前記較正用データを補正するための経時較正処理とを、それぞ
れ予め設定された所定のタイミングにて実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、基準治具として準備された第１の較正用治具を撮像して取得した画像
情報から抽出された計測値に基づき、検査処理において計測値の較正に使用される較正用
データを作成して記憶させる初期較正処理と、経時変動を補正するために配設された経時
補正用の第２の較正用治具を撮像して取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、
前記較正用データを補正するための経時較正処理とを、それぞれ予め設定された所定のタ
イミングにて実行させることにより、外観検査装置の検査精度の経時変動的なばらつきを
簡便な方法で防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施の形態の電子部品実装システムの構成説明図
【図２】本発明の一実施の形態の電子部品実装システムに用いられるスクリーン印刷装置
の構造説明図
【図３】本発明の一実施の形態の電子部品実装システムに用いられる検査・実装装置の構
造説明図
【図４】本発明の一実施の形態の外観検査装置に用いられる較正用治具（第１の較正用治
具）の構成説明図
【図５】本発明の一実施の形態の外観検査装置に用いられる較正用治具に装着される個別
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較正ブロックの説明図
【図６】本発明の一実施の形態の外観検査装置に用いられる較正用治具（第２の較正用治
具）の構成説明図
【図７】本発明の一実施の形態の電子部品実装システムの制御系の構成を示すブロック図
【図８】本発明の一実施の形態の外観検査装置に用いられる較正用データテーブルの説明
図
【図９】本発明の一実施の形態の外観検査装置による外観検査における較正方法を示すフ
ロー図
【図１０】本発明の一実施の形態の外観検査装置による外観検査における較正方法の工程
説明図
【図１１】本発明の一実施の形態の外観検査方法における始業・終業前較正処理を示すフ
ロー図
【図１２】本発明の一実施の形態の外観検査方法における始業・終業前較正処理に際して
表示される表示画面の説明図
【図１３】本発明の一実施の形態の外観検査方法における初期較正処理および経時較正処
理を示すフロー図
【図１４】本発明の一実施の形態の外観検査方法における初期較正処理および経時較正処
理の工程説明図
【図１５】本発明の一実施の形態の複数の外観検査装置による外観検査方法を示すフロー
図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。まず図１を参照して、基板に電子
部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装システム１について説明する。図１にお
いて電子部品実装システム１は、印刷装置Ｍ１、検査・実装装置Ｍ２、電子部品実装装置
Ｍ３、Ｍ４、検査・実装装置Ｍ５、基板受渡し装置Ｍ６およびリフロー装置Ｍ７の各装置
を、基板搬送方向（Ｘ方向）に連結して成る電子部品実装ラインを主体としている。電子
部品実装ラインを構成する各装置は、通信ネットワーク２によって接続され、管理コンピ
ュータの機能を有するホスト装置３によって制御される。これにより、上位システムから
の制御指令の伝達や各装置間の信号授受が行われる。
【００１２】
　印刷装置Ｍ１は、上流側の基板供給装置（図示省略）から供給される基板４を受け取り
（矢印ａ）、この基板４の部品接続用の電極４ａ（図１０参照）上に部品接合用の半田ペ
ーストＳをスクリーン印刷する。スクリーン印刷後の基板４は、下流側の検査・実装装置
Ｍ２に搬入される（矢印ｂ）。検査・実装装置Ｍ２、電子部品実装装置Ｍ３、Ｍ４、検査
・実装装置Ｍ５は、いずれも基板４を基板搬送方向に搬送する基板搬送機構１６（図３参
照）の両側に、検査機構や部品実装機構などの作業動作機構を配置した構成となっている
。
【００１３】
　基板搬送機構１６はコンベア機能を備えた１対の搬送レールより成り、一方側の搬送レ
ールはＹ方向に移動自在（矢印ｄ）となっている。これにより、搬送レール間の搬送幅を
対象とする基板４に応じて調整することができるとともに、後述する第１の較正用治具３
１（図４参照）を検査・実装装置Ｍ２、Ｍ５内に搬入することが可能となっている。
【００１４】
　検査・実装装置Ｍ２は、印刷検査装置Ｍ２Ａ、電子部品実装装置Ｍ２Ｂを備えており、
印刷検査装置Ｍ２Ａは印刷後の基板４における半田印刷状態を検査する。この半田印刷検
査においては、基板４に形成された半田部位の位置計測も併せて行われ、下流側の電子部
品実装装置による部品搭載動作時の位置補正用の半田位置データとして下流側の各電子部
品実装装置にフィードフォワードされる。
【００１５】
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　電子部品実装装置Ｍ２Ｂは、半田印刷検査後の基板４に対して電子部品３９（図１０参
照）を実装する。電子部品実装装置Ｍ３、Ｍ４は、それぞれ独立して作業動作が可能な２
つの電子部品実装装置Ｍ３Ａ、Ｍ３Ｂおよび電子部品実装装置Ｍ４Ａ、Ｍ４Ｂを備えてお
り、これらの各電子部品実装装置によって基板４に順次電子部品３９を実装する。
【００１６】
　検査・実装装置Ｍ５は、実装検査装置Ｍ５Ａ、電子部品実装装置Ｍ５Ｂを備えており、
電子部品実装装置Ｍ５Ｂは基板４に電子部品３９を実装し、実装検査装置Ｍ５Ａは上流側
の各電子部品実装装置による部品実装作業が終了した後の基板４を対象として部品実装状
態を光学的に検査する。検査後の基板４は、基板受渡し装置Ｍ６を介してリフロー装置Ｍ
７に搬入され（矢印ｃ）、ここで加熱することにより半田が溶融固化し、電子部品３９が
基板４に半田接合される。
【００１７】
　次に図２を参照して、印刷装置Ｍ１の構造を説明する。図２において、基台５の上面に
は、基板位置決め部１２が配設されている。基板位置決め部１２はＸ、Ｙ、Ｚ、θ方向の
駆動機構を備えた移動テーブルであり、基板位置決め部１２には２つの搬送レールを備え
た基板搬送機構６が配設されている。基板位置決め部１２を駆動することにより、基板搬
送機構６によって搬入された基板４は基板下受け部１３によって下受けされ、スクリーン
マスク１１に対して水平面内で位置決めされた状態の基板４はスクリーンマスク１１の下
面に当接する。
【００１８】
　スクリーンマスク１１の上方にはＸ軸アーム８に保持されたスキージヘッド９をＹ軸テ
ーブル７によってＹ方向に往復動させる構成のスキージング機構が配設されている。スキ
ージヘッド９は昇降可能な１対のスキージ１０を備えており、ペースト状の半田が供給さ
れたスクリーンマスク１１上でスキージ１０を摺動させるスキージング動作により、基板
４の印刷パターンに応じてスクリーンマスク１１に形成されたパターン孔を介して基板４
に半田を印刷する。上述のスキージング機構および基板位置決め部１２は、基板４に半田
を印刷するスクリーン印刷機構４２（図７参照）を構成する。
【００１９】
　次に図３を参照して、検査・実装装置Ｍ２、Ｍ５の構造を説明する。なお電子部品実装
装置Ｍ３、Ｍ４の各電子部品実装装置Ｍ３Ａ、Ｍ３Ｂ、Ｍ４Ａ、Ｍ４Ｂは、図３に示す電
子部品実装装置Ｍ２Ｂ，Ｍ５Ｂと同一構成であるので、ここでは説明を省略する。図３に
おいて、基台１５の中央部には、２つの搬送レールを備えた基板搬送機構１６がＸ方向に
配設されている。基板搬送機構１６は上流側装置から搬入された基板４を下流側に搬送し
、当該装置における作業位置に位置決めして保持する。そしてそれぞれの基板搬送機構１
６に位置決め保持された基板４に対して、印刷検査装置Ｍ２Ａ、電子部品実装装置Ｍ２Ｂ
および実装検査装置Ｍ５Ａ、電子部品実装装置Ｍ５Ｂによって所定の作業動作が実行され
る。
【００２０】
　電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ５Ｂには部品供給部１７が配設されており、部品供給部１
７には複数のテープフィーダ１８が並列して装着された台車２９が配置されている。テー
プフィーダ１８は、台車２９にセットされたテープ供給リール３０から電子部品を保持し
たキャリアテープを引き出してピッチ送りすることにより、以下に説明する部品搭載部に
よるピックアップ位置に電子部品を供給する。
【００２１】
　基台１５のＸ方向における一方側の端部には、リニアモータによる直動機構を備えたＹ
軸移動テーブル１９がＹ方向に配設されている。Ｙ軸移動テーブル１９には、同様にリニ
アモータによる直動機構を備えたＸ軸移動テーブル２０Ａ、２０Ｂが、Ｘ方向に延出して
Ｙ方向に移動自在に装着されている。Ｘ軸移動テーブル２０Ａ、２０Ｂは、それぞれ印刷
検査装置Ｍ２Ａ、電子部品実装装置Ｍ２Ｂおよび実装検査装置Ｍ５Ａ、電子部品実装装置
Ｍ５Ｂに対応している。
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【００２２】
　Ｘ軸移動テーブル２０Ｂには、複数の単位搭載ヘッド２６を備えた搭載ヘッド２５がＸ
方向に移動自在に装着されており、さらにＸ軸移動テーブル２０Ｂの下面側には、搭載ヘ
ッド２５と一体的に移動する基板撮像部２７が配設されている。またＸ軸移動テーブル２
０Ａには、３次元センサ２２を備えた検査ヘッド２１がＸ方向に移動自在に装着されてい
る。外観検査装置Ｍ２Ａ、Ｍ５Ａには検査処理ユニット２４を内蔵した台車２３が装着さ
れている。さらに、一方側の基板搬送機構１６において３次元センサ２２の移動範囲内に
は、第２の較正用治具３２が固定配置されている。第２の較正用治具３２は、後述するよ
うに、生産過程において連続的に装置稼働を継続実行する際の経時変動に起因する誤差を
適宜補正するために設けられている。
【００２３】
　電子部品実装装置Ｍ２Ｂ，Ｍ５Ｂの動作を説明する。Ｙ軸移動テーブル１９、Ｘ軸移動
テーブル２０Ｂを駆動することにより、搭載ヘッド２５はＸ方向、Ｙ方向に水平移動し、
これにより、単位搭載ヘッド２６の下端部に装着された吸着ノズル２６ａによって部品供
給部１７のテープフィーダ１８から電子部品を取り出し、基板搬送機構１６によって位置
決め保持された基板４に電子部品を搭載する。したがって、Ｙ軸移動テーブル１９、Ｘ軸
移動テーブル２０Ｂおよび搭載ヘッド２５は、部品供給部１７から搭載ヘッド２５によっ
て電子部品を取り出して、基板搬送機構１６によって位置決め保持された基板４の実装位
置に移送搭載する部品実装機構５４（図７参照）を構成する。基板撮像部２７を搭載ヘッ
ド２５と一体的に移動させることにより、基板撮像部２７は基板４の上方に移動し基板４
を撮像する。そして撮像によって取得した画像を認識処理することにより、基板４に設け
られた認識マークや部品実装位置が認識される。
【００２４】
　部品供給部１７と基板搬送機構１６との間の搭載ヘッド２５の移動経路には、部品撮像
部２８が配設されている。吸着ノズル２６ａによって電子部品を保持した搭載ヘッド２５
が、部品撮像部２８の上方をＸ方向へ移動することにより、搭載ヘッド２５に保持された
状態の電子部品を部品撮像部２８によって撮像する。そして撮像によって取得した画像を
認識処理することにより、電子部品の正規位置からの位置ずれを示す位置情報が取得され
る。部品実装機構５４による基板４への部品搭載動作においては、この位置情報に基づい
て搭載位置の位置補正が行われる。
【００２５】
　印刷検査装置Ｍ２Ａ，実装検査装置Ｍ５Ａの動作を説明する。Ｙ軸移動テーブル１９、
Ｘ軸移動テーブル２０Ａを駆動することにより、検査ヘッド２１はＸ方向、Ｙ方向に水平
移動する。これにより、前工程装置にて作業が行われ基板搬送機構１６に位置決め保持さ
れた基板４を３次元撮像手段である３次元センサ２２によって撮像し、基板４の３次元画
像を取得する。外観検査においてはこの３次元画像の画像情報から検査項目に対応して抽
出される複数の計測値に基づいて所定の検査判定処理が行われる。
【００２６】
　３次元センサ２２は、ＬＥＤなどの光源部から照射されて撮像対象物の検査対象位置か
ら反射された反射光をＰＳＤ（位置検出素子）によって受光する構成となっている。そし
て光源部から照射される撮像光を撮像対象物の撮像範囲内で走査させることにより、撮像
範囲内における各撮像対象位置からの反射光を受光し、これにより検査のための３次元認
識画像が取得される。そしてこの３次元認識画像の画像情報から、検査判定処理のための
複数の計測値、すなわち反射光が３次元センサ２２に入射した光量を表す輝度情報、検査
対象位置の水平方向および高さ方向の位置を示す３次元位置情報が取得される。
【００２７】
　Ｙ軸移動テーブル１９、Ｘ軸移動テーブル２０Ａおよび検査ヘッド２１は、前工程で作
業が行われた後の基板４を所定の検査のために撮像する検査機構４５（図７参照）を構成
する。そして検査ヘッド２１によって取得された３次元認識画像を検査処理ユニット２４
に内蔵された検査処理部４６（図７参照）によって処理することにより、所定の目的に応



(8) JP 2013-221766 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

じた検査が行われる。すなわち印刷検査装置Ｍ２Ａでは、前工程装置の印刷装置Ｍ１にて
半田が印刷された基板４における半田印刷状態が検査される。したがって印刷検査装置Ｍ
２Ａは、半田印刷部によって半田が印刷された基板４における半田印刷状態を検査する印
刷検査部となっている。また実装検査装置Ｍ５Ａは、電子部品実装装置Ｍ２Ｂ～Ｍ５Ｂに
て電子部品が実装された基板４における部品実装状態を検査する実装検査部となっている
。
【００２８】
　したがって、上記構成の電子部品実装システム１において、印刷検査装置Ｍ２Ａ、実装
検査装置Ｍ５Ａは、基板４に電子部品を実装して実装基板を製造する電子部品実装ライン
に配置され、基板４を３次元撮像手段である３次元センサ２２によって撮像して取得した
画像情報に基づいて検査対象物の外観検査を行う外観検査装置となっている。なおここで
は検査機構４５の構成として、基板搬送機構に位置決め固定された基板４に対して検査ヘ
ッド２１を移動させる構成例を示しているが、固定配置された検査ヘッド２１に対して基
板４を相対移動させる構成を用いてもよい。
【００２９】
　次に図４、図５、図６を参照して、上述構成の印刷検査装置Ｍ２Ａ、実装検査装置Ｍ５
Ａ（外観検査装置）において外観検査の検査項目に対応して画像情報から抽出される複数
の計測値を較正するために用いられる較正用治具について説明する。前述のように、印刷
検査装置Ｍ２Ａ、実装検査装置Ｍ５Ａにおいては、検査対象である基板４を３次元センサ
２２で撮像することにより取得された３次元画像情報から、検査項目に対応した計測値（
ここでは輝度値および３次元位置計測値）が抽出される。このとき、抽出された計測値を
そのまま検査処理の対象とすることはできず、生データとしての計測値を検査項目に応じ
た検査判定用の計測値に変換する必要がある。このため、外観検査装置の稼働開始に先立
ってこのような計測値の変換に用いるための較正用データを作成する較正処理が、較正用
治具を３次元センサ２２によって撮像することにより実行される。
【００３０】
　本実施の形態においてはこのような較正用治具として、装置立ち上げ時や保守点検時な
ど、予め設定された較正処理実行タイミングに際して用いられる基準治具として準備され
た第１の較正用治具３１に加え、生産時の装置稼働中の経時変動を補正するために装置中
に固定的に配設された第２の較正用治具３２を併用するようにしている。
【００３１】
　まず図４を参照して、第１の較正用治具３１の構成を説明する。図４（ａ）に示すよう
に、第１の較正用治具３１は、矩形状の治具ホルダ３１ａに異なる形状の４つの個別較正
ブロック（輝度較正ブロック３３、水平位置較正ブロック３４，高さ位置較正ブロック３
５，模擬部品ブロック３６）を直列に着脱自在に保持させた構成となっている。これらの
個別較正ブロックは、複数の計測値をそれぞれ個別に較正するために専用に設けられたも
のである。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、治具ホルダ３１ａの上面には矩形状の嵌合凹部３１ｂがＸ方
向に連続して形成されている。輝度較正ブロック３３、水平位置較正ブロック３４，高さ
位置較正ブロック３５，模擬部品ブロック３６を嵌合凹部３１ｂに嵌合させて、締結ねじ
部材３１ｃを締結孔３３ａ、３４ａ、３５ａ、３６ａ（図５参照）を挿通させて治具ホル
ダ３１ａに締結することにより、これらの個別較正ブロックは、治具ホルダ３１ａに着脱
自在に保持される。
【００３３】
　較正処理の実行に際しては、第１の較正用治具３１は検査・実装装置Ｍ２、検査・実装
装置Ｍ５に基板搬送機構１６によって自動的に搬入される。すなわち、基板搬送機構１６
の搬送幅調節機能によって２つの搬送ガイド間の間隔を治具ホルダ３１ａの幅寸法に合致
させた状態で、図４（ｃ）に示すように、第１の較正用治具３１を検査・実装装置Ｍ２、
検査・実装装置Ｍ５において基板搬送機構１６によって搬送することにより、第１の較正
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用治具３１は所定の較正作業位置に保持される。すなわち第１の較正用治具３１は、複数
の個別較正ブロックを着脱自在に保持し、検査・実装装置Ｍ２、検査・実装装置Ｍ５の基
板搬送機構１６によって搬送可能な治具ホルダ３１ａを備えた構成となっている。
【００３４】
　次にこれら個別較正ブロックの構造および機能について、図５を参照して説明する。輝
度較正ブロック３３、水平位置較正ブロック３４，高さ位置較正ブロック３５，模擬部品
ブロック３６は、いずれも略正方形の平面形状を有する板状部材であり、それぞれの対角
位置には治具ホルダ３１ａに締結するための締結孔３３ａ、３４ａ、３５ａ、３６ａが設
けられている。輝度較正ブロック３３、水平位置較正ブロック３４，高さ位置較正ブロッ
ク３５，模擬部品ブロック３６は、それぞれ３次元認識画像から抽出される計測値を較正
するのに適した形状・構造となっている。
【００３５】
　まず図５（ａ）に示す輝度較正ブロック３３（輝度較正部）は、輝度情報としての反射
光の光量の計測値を較正するための較正用ブロックである。この目的のため、輝度較正ブ
ロック３３の基準反射面３３ｂは、面粗度の調整や表面処理の選択などによって光反射特
性が較正目的に合致した所定の特性となるように設定されている。図５（ｂ）に示す水平
位置較正ブロック３４（水平位置較正部）は、３次元位置認識における水平方向の位置情
報を較正するための較正用ブロックである。この目的のため、水平位置較正ブロック３４
の上面３４ｂには、等間隔且つ平行な２つ微細直線溝より成る２組の平行マーク３４ｘ、
３４ｙが、井桁状に形成されている。水平位置較正ブロック３４において、平行マーク３
４ｘ、３４ｙは、それぞれＸ方向、Ｙ方向に固定された基準線となっており、平行マーク
３４ｘ、３４ｙの交点Ｐは固定された基準点となっている。
【００３６】
　また図５（ｃ）に示す高さ位置較正ブロック３５（高さ位置較正部）は、３次元位置認
識における高さ方向の位置情報を較正するための較正用ブロックである。この目的のため
、高さ位置較正ブロック３５の上面３５ｂには、それぞれの高さ位置が既知で段差Δｈの
複数段の高さ基準面３５ｃが、所定の位置精度で形成されている。さらに図５（ｄ）に示
す模擬部品ブロック３６は、輝度情報と３次元位置情報とを組み合わせた検査判定処理を
模擬的に実行して正常な判定結果が得られるか否かを判断するための模擬部品ブロックで
ある。ここでは、上面３６ｂに模擬部品部としての凸部３６ｅ、溝部３６ｆが格子状に設
けられた模擬部品プレート３６ｄを保持枠３６ｃによって交換自在に装着した構成となっ
ており、検査対象の電子部品の形状・サイズに応じて、模擬部品プレート３６ｄの上面に
形成される模擬部品部を適宜選択することが可能となっている。
【００３７】
　次に図６を参照して、第２の較正用治具３２の構成および機能について説明する。図６
（ａ）に示すように、検査・実装装置Ｍ２、Ｍ５の一方側の基板搬送機構１６の上面にお
いて３次元センサ２２による撮像が可能な部位には、第２の較正用治具３２が配置されて
いる（図３参照）。図６（ｂ）に示すように第２の較正用治具３２は、基板搬送機構１６
に固定されたベース部３２ａ上に、輝度較正部材３８を上下位置可動に配設し、さらに上
面３８ｂに水平位置較正板３７を装着した構成となっている。輝度較正部材３８は、調整
ねじ３８ａ、高さ調整機構３８ｃによってベース部３２ａに対して高さ位置Ｈの微調整が
可能となっている。
【００３８】
　ここで上面３８ｂは、第１の較正用治具３１における輝度較正ブロック３３の基準反射
面３３ｂと同様に、光反射特性が較正目的に合致した所定の特性となるように設定されて
いる。そして上面３８ｂの高さ位置Ｈを微調整することにより、上面３８ｂを高さ位置の
較正のための基準高さに合わせることが可能となっている。したがって、３次元センサ２
２によって輝度較正部材３８を撮像することにより、輝度情報および高さ位置情報の較正
を行うことができる。また水平位置較正板３７の上面には、Ｙ方向の線分より成る複数の
位置基準線３７ａがＸ方向に所定間隔ｄで形成されている。
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【００３９】
　３次元センサ２２によって水平位置較正板３７を撮像して位置基準線３７ａの位置を検
出することにより、Ｘ方向の水平位置情報を較正することができる。すなわち上述構成の
輝度較正部材３８は、少なくとも第１の較正用治具３１における輝度較正ブロック３３（
輝度較正部）、高さ位置較正ブロック３５（高さ位置較正部）の機能を併せ備えた形態と
なっている。
【００４０】
　次に図７を参照して、電子部品実装システム１の制御系の構成を説明する。図７におい
て、ホスト装置３は通信ネットワーク２を介して印刷装置Ｍ１、外観検査装置（印刷検査
装置Ｍ２Ａ、実装検査装置Ｍ５Ａ）、電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ５Ｂおよび電子部品実
装装置Ｍ３、Ｍ４、基板受渡し装置Ｍ６と接続されている。印刷装置Ｍ１、外観検査装置
（印刷検査装置Ｍ２Ａ、実装検査装置Ｍ５Ａ）、電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ５Ｂおよび
電子部品実装装置Ｍ３、Ｍ４、基板受渡し装置Ｍ６は、それぞれ通信部４０、４３、５２
，５５および制御部４１，４４，５３，５６を備えており、それぞれの通信部を介してホ
スト装置３および各装置相互で信号の授受が可能となっている。
【００４１】
　印刷装置Ｍ１はスクリーン印刷機構４２を備えており、制御部４１がスクリーン印刷機
構４２を制御することにより、基板４を対象としたスクリーン印刷作業が実行される。外
観検査装置（印刷検査装置Ｍ２Ａ、実装検査装置Ｍ５Ａ）は検査機構４５、検査処理部４
６、較正処理実行部４７、較正実行制御部４８、データ記憶部４９、計測値変換処理部５
０、表示部５１を備えており、制御部４４が検査機構４５、検査処理部４６を制御するこ
とにより、以下の検査処理が実行される。
【００４２】
　すなわち印刷検査装置Ｍ２Ａにおいては、印刷装置Ｍ１によってスクリーン印刷が行わ
れた基板４を対象として半田印刷状態の検査が行われ、良否判定を含む検査結果は不良位
置を示す不良位置データとともに出力される。また実装検査装置Ｍ５Ａにおいては、電子
部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５Ｂによって部品実装が行われた基板４を対象とし
て部品実装状態の検査が行われ、良否判定を含む検査結果は不良位置を示す不良位置デー
タとともに出力される。この検査においては、データ記憶部４９に記憶された検査用デー
タ４９ａが参照される。検査用データ４９ａには、検査対象の基板４における正規の印刷
位置、実装位置を示すワークデータや、検出された位置ずれ状態の良否を判定するための
検査判定データ（しきい値データ）など、検査を実行するために必要なデータが含まれる
。
【００４３】
　検査処理部４６は、検査機構４５の３次元センサ２２が基板４を撮像することによって
取得された３次元画像情報から抽出された輝度情報、３次元位置情報などの計測値に基づ
いて、外観検査の検査項目について所定の検査判定処理を実行する。例えば、基板４にお
いて電極４ａに印刷された半田の印刷量や印刷位置ずれ、基板４に実装された電子部品３
９の有無や位置ずれなどが検査の対象となり良否判定がなされる。
【００４４】
　較正処理実行部４７は、３次元センサ２２により第１の較正用治具３１または第２の較
正用治具３２を撮像し、撮像により取得した画像情報から抽出された較正用の計測値に基
づいて較正用データ４９ｂを作成してデータ記憶部４９に記憶させる較正処理を実行する
。本実施の形態においては、較正用データ４９ｂは、輝度情報、水平位置情報、高さ位置
情報のそれぞれについて作成され、数値データを変換するデータテーブルまたは数値変換
計算式の形式でデータ記憶部４９に記憶される。
【００４５】
　この較正用データ４９ｂを作成するためのデータ処理について、図８を参照して説明す
る。前述のように、検査対象を３次元センサ２２で撮像して取得された３次元画像情報抽
出された計測値はそのまま検査処理に用いることはできず、検査項目に応じた判定用の計
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測値に変換する必要がある。図８に示す３種類の直線グラフは、横軸に示す計測値（入力
）を縦軸に示す判定用の計測値（出力）に対応させる変換用の較正用データテーブルであ
る。
【００４６】
　まず図８（ａ）は、装置組み立て完了後または定期保守終了後など予め定められた基準
較正作業実行時における較正処理結果として得られる（入力－出力）相関線Ｌ１を示して
いる。すなわち第１の較正用治具３１を検査・実装装置Ｍ２、検査・実装装置Ｍ５に搬入
し、３次元センサ２２によって各個別較正ブロックを順次撮像した画像情報から、生デー
タとして計測値Ｉ１が抽出され較正処理実行部４７に入力される。そして較正処理では、
同様の検査処理において検査判定に際して適正と判断される判定用数値（計測値Ｏ１）が
、入力値（計測値Ｉ１）に対応する出力値として決定され、この対応関係を所定の数値範
囲において満足する直線が、目的とする（入力－出力）相関線Ｌ１として取得される。そ
してこれ以降実行される検査処理においては、入力された計測値を（入力－出力）相関線
Ｌ１を用いて変換した判定用数値（計測値Ｏ１）を用いて検査判定処理が行われる。
【００４７】
　図８（ｂ）は、電子部品実装システムが継続稼働する過程において、外観検査装置の検
査機構４５の作動に経時変動が生じた状態における入力と出力との相関関係の変動を示し
ている。検査機構４５を構成する可動部の熱変位や照明状態の変化などの影響によって、
３次元センサ２２における反射光の受光状態が変動することにより、検査対象部位の状態
自体には変化はなくても検査処理部４６に入力される計測値に変動が生じる場合がある。
すなわち本来は計測値Ｉ１が入力されるべき状態であるにも拘わらず、経時変動によって
Ｉ１と異なる計測値Ｉ２が入力される。そしてこの入力値を図８（ａ）にて求められた（
入力－出力）相関線Ｌ１を用いて出力値に変換すると、本来は判定用数値（計測値Ｏ１）
が出力されるべきところであっても、計測値Ｉ２に対応する計測値Ｏ２が出力され、本来
の適正な検査判定結果が得られない誤判定を生じる。
【００４８】
　そして図８（ｃ）は、このような経時変動による誤判定を防止するために実行される較
正用データテーブルの補正処理を示している。ここでは計測値Ｉ２が入力された場合でも
本来出力されるべき計測値Ｏ１に変換されるよう、相関線を補正する。すなわち図８（ａ
）にて設定された（入力－出力）相関線Ｌ１を、判定用数値（計測値Ｏ１）が入力値（計
測値Ｉ２）に対応するように平行移動させた補正相関線Ｌ２に補正する。そしてこれ以降
実行される検査処理においては、入力された計測値を補正相関線Ｌ２を用いて変換した判
定用数値を用いて検査判定処理が行われる。
【００４９】
　較正実行制御部４８は、較正処理実行部４７による較正処理の実行タイミングを含む実
行態様を、予め設定されデータ記憶部４９に記憶された較正実行パターン４９ｃに基づい
て制御する。すなわち較正実行パターン４９ｃには、較正処理実行部４７が較正処理を実
行するタイミングや、較正処理に際して用いられる較正用治具の選択、さらには較正処理
に付随して表示部５１の表示画面に表示すべき内容などが予め規定されている。
【００５０】
　例えば較正実行パターン４９ｃとして本実施の形態では、外観検査装置の起動に際し表
示部５１に表示される生産開始画面の表示に先立って、較正処理を実行する旨を報知する
始業前点検画面を表示させる始業前点検パターン、外観検査装置の停止に際し表示される
生産終了画面の表示に先立って、較正処理を実行する旨を報知する終業後点検画面を表示
させる終業前点検パターンが記憶されている。
【００５１】
　さらに本実施の形態では、基準治具として準備された第１の較正用治具３１を撮像して
取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、検査処理において計測値の較正に使用
される較正用データテーブルを作成する初期較正処理と、経時変動を補正するために配設
された経時補正用の第２の較正用治具を撮像して取得した画像情報から抽出された計測値
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に基づき、較正用データテーブルを補正するための経時較正処理とを、それぞれ予め設定
された所定のタイミングにて併用して実行させる併用較正パターンが記憶されている。
【００５２】
　計測値変換処理部５０は、検査対象を撮像して取得した画像情報から抽出された検査用
の計測値を、較正用データ４９ｂとして記憶された較正用データテーブルによって変換し
て、判定用の計測値として出力する処理を行う。表示部５１は、液晶パネルなどの表示パ
ネルを備えており、作業者への報知および作業者による操作のための表示画面を表示する
。本実施の形態では、生産開始・生産終了に際して較正処理の実行を促す表示画面が含ま
れる。
【００５３】
　電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５Ｂは、部品実装機構５４を備えており、制
御部５３が部品実装機構５４を制御することにより、半田印刷後の基板４に電子部品を実
装する部品実装作業が実行される。基板受け渡し装置Ｍ６は基板搬送機構５７を備えてお
り、制御部５６が基板搬送機構５７を制御することにより、部品実装後の基板４をリフロ
ー装置Ｍ７に搬送する基板搬送作業が実行される。
【００５４】
　この電子部品実装システムにおける外観検査装置（印刷検査装置Ｍ２Ａ、実装検査装置
Ｍ５Ａ）は上記のように構成されており、以下この外観検査装置によって実行される外観
検査方法および外観検査に伴って実行される較正方法について説明する。まず図９、図１
０を参照して、外観検査の検査項目に対応して３次元センサ２２によって撮像して取得さ
れた画像情報から抽出される複数の計測値を較正する外観検査における較正方法について
説明する。
【００５５】
　図９において、まず個別較正ブロックを治具ホルダ３１ａに保持させた第１の較正用治
具３１を準備する（治具準備工程）（ＳＴ１）。すなわち、複数の計測値をそれぞれ個別
に較正するために設けられた輝度較正ブロック３３、水平位置較正ブロック３４、高さ位
置較正ブロック３５、模擬部品ブロック３６を、図４（ａ）に示す治具ホルダ３１ａに保
持させて第１の較正用治具３１を構成する。次に、図１０（ａ）に示すように、準備され
た第１の較正用治具３１を基板搬送機構１６によって搬送して外観検査装置に搬入する（
治具搬入工程）（ＳＴ２）。次いで、図１０（ｂ）に示すように、第１の較正用治具３１
を３次元センサ２２によって撮像して較正用の画像情報を取得する（撮像工程）（ＳＴ３
）。
【００５６】
　そしてこの後、画像情報から抽出された計測値に基づいて較正用データを作成し（ＳＴ
４）、作成された較正用データを所定のデータ様式のデータテーブルとして記憶させる（
較正用データ記憶工程）（ＳＴ５）。これにより、図８（ａ）に示す較正用データテーブ
ルがデータ記憶部４９に記憶される。次いで、電子部品実装ラインによる生産が開始され
る（ＳＴ６）。
【００５７】
　すなわち、図１０（ｃ）に示すように、印刷装置Ｍ１においては、スクリーンマスク１
１上でスキージ１０を摺動させることにより、基板４に形成された電極４ａに半田ペース
トＳが印刷される。また電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ３，Ｍ４、Ｍ５Ｂにおいては、電極
４ａに半田ペーストＳが印刷された基板４に対して単位搭載ヘッド２６によって電子部品
３９が実装される。そして生産工程中の基板４を対象として基板毎に検査処理が実行され
る（ＳＴ７）。
【００５８】
　すなわち、図１０（ｄ）に示すように、印刷検査装置Ｍ２Ａにおいては、電極４ａに半
田ペーストＳが印刷された状態の基板４を３次元センサ２２によって撮像する。実装検査
装置Ｍ５Ａにおいては、電極４ａ上に電子部品３９が実装された状態の基板４を３次元セ
ンサ２２によって撮像する。そしてこれらの撮像によって取得された画像情報から抽出さ
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れた計測値に基づいて、所定の検査判定処理が各基板毎に反復実行される。
【００５９】
　このように、外観検査の検査項目に対応して画像情報から抽出される複数の計測値を較
正するために用いられる較正用治具として、複数の計測値をそれぞれ個別に較正するため
に設けられた複数の個別較正ブロックを、外観検査装置の基板搬送機構１６によって搬送
可能な治具ホルダ３１ａに着脱自在に保持させる構成の第１の較正用治具３１を用いるこ
とにより、３次元画像情報を用いて複数の検査項目を対象とする場合など、検査項目毎に
準備された複数種類の較正部材を必要とする場合にあっても、各項目毎に較正部材をその
都度取り替える必要がない。これにより、較正作業に要する手間と時間を低減させるとと
もに、較正用治具の管理、使い分けが容易となり、誤用を有効に防止することが可能とな
っている。したがって、較正作業の作業負荷および生産現場における管理負荷を低減させ
て生産性を向上させることができる。
【００６０】
　上述の外観検査においては、３次元センサ２２によって取得された画像情報から抽出さ
れた計測値に基づいて外観検査の検査項目について所定の検査判定処理を検査処理部４６
によって実行する（検査処理工程）。そして検査判定処理に用いられる計測値を正しく較
正するため、３次元センサ２２により第１の較正用治具３１もしくは第２の較正用治具３
２を撮像し、撮像により取得した画像情報から抽出された較正用の計測値に基づいて較正
用データ４９ｂを作成してデータ記憶部４９に記憶させる較正処理を較正処理実行部４７
によって実行する（較正処理実行工程）。そして本実施の形態においては、以下に説明す
るように、較正処理実行部４７による較正処理の実行タイミングを含む実行態様を、予め
設定され、データ記憶部４９に記憶された較正実行パターン４９ｃに基づいて、較正実行
制御部４８によって制御する（較正処理実行制御工程）。
【００６１】
　較正実行パターン４９ｃとしては、前述の始業前点検パターン、終業前点検パターン、
併用較正パターンが記憶されており、以下これらの較正実行パターンにしたがって実行さ
れる較正処理の具体例について説明する。まず図１１、図１２を参照して、始業前点検パ
ターン、終業後点検パターンにしたがって実行される外観検査方法における始業・就業前
較正処理について説明する。
【００６２】
　図１１において、外観検査装置起動後、生産開始画面の表示に先立って始業前点検画面
を表示する（ＳＴ１１）。すなわち、電子部品実装ラインの各装置を起動させて生産を開
始する際には、各装置には生産開始画面が所定の表示形式で表示される。本実施の形態に
おいては、外観検査装置の起動に際し表示部５１の表示画面５１ａに表示される生産開始
画面の表示に先立って、図１２（ａ）に示すように、表示画面５１ａに始業前点検画面６
０を表示させる。始業前点検画面６０の表示枠６１には、「生産開始に先立って較正処理
を実行」する旨が表示される。
【００６３】
　そしてこの報知を承けて、作業者は所定の始業前較正処理を実行し（ＳＴ１２）、較正
結果について異常の有無を確認する（ＳＴ１３）。ここで較正結果において異常有りと認
められた場合には異常がある旨報知し（ＳＴ１４Ａ）、異常なしと認められたならば、通
常の生産開始画面を表示する（ＳＴ１４Ｂ）。これにより、基板４を対象とした生産工程
が開始される。
【００６４】
　すなわち生産工程において基板４を３次元センサ２２によって撮像して検査用の画像情
報を取得し（ＳＴ１５）、取得された画像情報から抽出された計測値に基づいて所定の検
査判定処理を実行する（ＳＴ１６）。この生産工程を反復する過程では、所定の生産数が
完了したか否かが判断され（ＳＴ１７）、生産数完了ならば生産終了の準備に移行する。
ここで本実施の形態では、生産終了に際し、表示部５１の表示画面５１ａに表示される生
産終了画面の表示に先立って、図１２（ｂ）に示すように、表示画面５１ａに終業前点検
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画面６２を表示させる（ＳＴ１８）。終業前点検画面６２の表示枠６３には、「生産終了
に先立って較正処理を実行」する旨が表示される。そしてこの報知を承けて、作業者は所
定の終業前較正処理を実行し（ＳＴ１９）、その後に通常の生産終了画面が表示される。
【００６５】
　このように、生産開始画面の表示に先立って較正処理を実行する旨を報知する始業前点
検画面を表示させ、さらに外観検査装置の停止に際し生産終了画面の表示に先立って較正
処理を実行する旨を報知する始業前点検画面を表示させることにより、作業者の記憶違い
などの人為的ミスに起因する較正処理の実行忘れを確実に防止することができる。これに
より、外観検査装置の検査精度を確保して検査品質を保証することができる。
【００６６】
　次に、図１３，図１４を参照して、外観検査方法における初期較正処理および経時較正
処理について説明する。ここでは、較正実行パターン４９ｃとして記憶された併用較正パ
ターン、すなわち第１の較正用治具３１を用いる初期較正処理と、第２の較正用治具３２
を用いる経時較正処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミングにて併用して実行
させる較正パターンにしたがって較正処理が実行される。
【００６７】
　電子部品実装ラインが起動すると、外観検査装置には生産開始画面が表示される（ＳＴ
２１）。次いで、第１の較正用治具３１を外観検査装置に搬入し（ＳＴ２２）、図１４（
ａ）に示すように、３次元センサ２２によって第１の較正用治具３１を撮像して較正用の
画像情報を取得する（ＳＴ２３）。次に、取得した画像情報から抽出された計測値に基づ
き、計測値の較正に使用される較正用データテーブルを作成する（初期較正処理）（ＳＴ
２４）。すなわち、図８（ａ）のグラフの（入力－出力）相関線Ｌ１で示されるデータテ
ーブルが作成され、データ記憶部４９に較正用データ４９ｂとして記憶される（ＳＴ２５
）。
【００６８】
　この後、基板４を対象とした生産工程が開始される。生産工程においては図１４（ｂ）
に示すように、電極４ａに半田ペーストＳが印刷された半田印刷後の基板４もしくは電極
４ａに電子部品３９が実装された部品実装後の基板４を３次元センサ２２によって撮像し
て検査用の画像情報を取得する（ＳＴ２６）。そして取得された画像情報から抽出された
計測値に基づいて、所定の検査判定処理を実行する（ＳＴ２７）。
【００６９】
　この生産工程を反復する過程においては、所定のインターバルにて、検査ヘッド２１を
第２の較正用治具３２の上方に移動させ、図１４（ｃ）に示すように、第２の較正用治具
３２を３次元センサ２２によって撮像して画像情報を取得する（ＳＴ２８）。ここでは輝
度較正部材３８の上面３８ｂを撮像することにより、輝度情報および高さ位置情報が取得
され、水平位置較正板３７を撮像することにより、Ｘ方向の水平位置情報が取得される（
図６参照）。
【００７０】
　そして取得した画像情報から抽出された計測値に基づき、較正用データテーブルを補正
する（経時較正処理）（ＳＴ２９）。すなわち、図８（ｃ）に示すように、（入力－出力
）相関線Ｌ１を経時変動分だけ平行移動させた補正相関線Ｌ２が作成される。なお経時較
正処理を実行する所定のインターバルとしては、継続稼働時間もしくは生産された基板の
枚数などを適宜用いることができる。またこの撮像動作は、検査ヘッド２１が基板４を対
象とした作業動作を行わないアイドル時間を利用して実行される。
【００７１】
　このように、第１の較正用治具３１を用いる初期較正処理と、第２の較正用治具３２を
用いる経時較正処理とを、それぞれ予め設定された所定のタイミングにて併用して実行さ
せる較正パターンを用いることにより、検査精度に影響を及ぼす種々の因子を対象として
有効な較正処理を行うことができる。すなわち撮像光学系である３次元センサ２２を構成
する機構部品の精度誤差や組み立て誤差などに対しては、初期較正処理によって有効に対
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処することができる。また基板と３次元センサ２２との相対位置誤差など、設備設置環境
の温度変化など経時的に変動する誤差要因については、経時較正処理を適切なインターバ
ルにて反復実行することにより、外観検査装置の検査精度の経時変動的なばらつきを簡便
な方法で防止することができる。
【００７２】
　次に、検査対象物が同一基板種であり、これらの検査対象物を複数の外観検査装置によ
って検査対象とする場合における外観検査方法について、図１５を参照して説明する。こ
こでは、較正処理に使用される較正用治具として複数の外観検査装置について共通のもの
を用いることにより、複数の外観検査装置によって実行される検査処理工程において共通
の検査判定データを用いることを可能としている。
【００７３】
　まず、複数の外観検査装置に共通で用いられる単一の第１の較正用治具３１を各外観検
査装置に順次搬入し（ＳＴ３１）、搬入された外観検査装置毎に第１の較正用治具３１を
３次元センサ２２によって撮像して画像情報を取得する（ＳＴ３２）。次いで、取得した
画像情報から抽出された較正用の計測値に基づき、計測値の較正に使用される較正用デー
タを作成して記憶させる較正処理を、較正処理実行部４７によって実行する（較正処理実
行工程）（ＳＴ３３）。そして作成された較正用データは当該外観検査装置に固有の較正
用データテーブルとしてデータ記憶部４９に記憶される（較正用データ記憶工程）（ＳＴ
３４）。
【００７４】
　この後、基板４を対象とした生産工程が開始される。生産工程においては電極４ａに半
田ペーストＳが印刷された半田印刷後の基板４もしくは電極４ａに電子部品３９が実装さ
れた部品実装後の基板４を３次元センサ２２によって撮像して検査用の画像情報を取得す
る（ＳＴ３５）。そして画像情報から抽出された検査用の計測値を、計測値変換処理部５
０の機能により較正用データテーブルによって変換して、判定用の計測値として出力する
（計測値変換処理工程）。そして検査処理工程においては、出力された判定用の計測値を
、データ記憶部４９に検査用データ４９ａとして記憶された検査判定データと比較して、
検査処理を実行する。ここで用いられる検査判定データは、複数の外観検査装置について
共通で用いられるデータであり、複数の外観検査装置がそれぞれ固有の装置間誤差を有し
ている場合にあっても、常に同一のデータを用いることができる。
【００７５】
　検査精度に影響を及ぼす因子には、装置稼働開始からの使用経過時間によって経時変化
する性質のものが多く含まれており、同一用途に用いられる同一仕様の外観検査装置であ
っても、仕様経過時間が異なれば検査のための計測精度に装置間誤差が生じる場合がある
。このような装置間誤差による検査精度の劣化を防ぐためには、従来技術においては各装
置状態に応じた異なる検査しきい値などの検査判定データを個別に設定して複数種類準備
する必要があった。
【００７６】
　これに対し、本実施の形態に示す外観検査方法においては、単一の第１の較正用治具３
１を用いて各外観検査装置によって較正処理を行い、各装置固有の較正用データを作成し
て記憶させることにより、複数の外観検査装置について共通の検査判定用データを使用す
ることを可能にして、生産現場におけるデータ管理負荷を減少させることができる。
【００７７】
　なお上記実施の形態では、共通の基台に設けられた基板搬送機構の両側に印刷検査部と
しての印刷検査装置Ｍ２Ａ、部品実装部としての電子部品実装装置Ｍ２Ｂをそれぞれ設け
た検査・実装装置Ｍ２、また実装検査部としての実装検査装置Ｍ５Ａ、部品実装部として
の電子部品実装装置Ｍ５Ｂをそれぞれ設けた検査・実装装置Ｍ５を含んで電子部品実装シ
ステム１を構成した例を示したが、本発明はこのような構成には限定されない。例えば、
印刷装置Ｍ１の下流側に印刷検査装置Ｍ２Ａ、電子部品実装装置Ｍ２Ｂ、Ｍ５Ｂ、実装検
査装置Ｍ５Ａの機能を有する単体装置を直列に連結する構成であっても本発明の適用対象
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【００７８】
　また本実施の形態では、外観検査のための画像情報を取得する撮像手段として、位置検
出素子によって３次元画像情報を取得する３次元センサを用いた例を示しているが、本発
明の適用対象は３次元センサに限定されるものではない。すなわち、外観検査を目的とす
る画像認識処理において、輝度情報や位置情報などの画像情報を較正する較正処理を必要
とする構成の外観検査装置であれば、２次元のエリアカメラなどを用いて外観検査を行う
場合にあっても、本発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の外観検査装置および外観検査方法は、外観検査装置の検査精度の経時変動的な
ばらつきを簡便な方法で防止することができるという効果を有し、基板に電子部品を実装
して実装基板を製造する電子部品実装分野において有用である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　電子部品実装システム
　３　ホスト装置
　４　基板
　４ａ　電極
　１６　基板搬送機構
　２１　検査ヘッド
　２２　３次元センサ
　２４　検査処理ユニット
　２５　搭載ヘッド
　３１　第１の較正用治具
　３１ａ　治具ホルダ
　３２　第２の較正用治具
　３３　輝度較正ブロック
　３３ｂ　基準反射面
　３４　水平位置較正ブロック
　３４ｘ、３４ｙ　平行マーク
　３５　高さ位置較正ブロック
　３５ｃ　高さ基準面
　３６　模擬部品ブロック
　３６ｄ　模擬部品プレート
　３７　水平位置較正板
　３８　輝度較正部材
　３８ｂ　上面
　３９　電子部品
　Ｐ　基準点
　Ｓ　半田ペースト
　Ｍ１　印刷装置
　Ｍ２、Ｍ５　検査・実装装置
　Ｍ２Ａ　印刷検査装置
　Ｍ５Ａ　実装検査装置
　Ｍ３、Ｍ４　電子部品実装装置
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